
 

 

令和 4 年 9 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 4 年 9 月 1 日 



令和 4 年 9 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

認定第 1 号 令和 3 年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 2 号 令和 3 年度浜田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第 3 号 令和 3 年度浜田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

認定第 4 号 令和 3 年度浜田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

認定第 5 号 令和 3 年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

認定第 6 号 令和 3 年度浜田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

認定第 7 号 令和 3 年度浜田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

認定第 8 号 令和 3 年度浜田市水道事業会計決算認定について 

認定第 9 号 令和 3 年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について 

認定第 10 号 令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計決算認定について 

議案第 53 号 浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第 54 号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 55 号 浜田市立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

議案第 56 号 浜田市幼児教育センター条例の制定について 

議案第 57 号 浜田市実践研修生滞在施設条例の一部を改正する条例について 

議案第 58 号 浜田市営住宅条例等の一部を改正する条例について 

議案第 59 号 浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 60 号 市道路線の認定について（井野 190 号線） 

議案第 61 号 令和 4 年度浜田市一般会計補正予算（第 6 号） 

議案第 62 号 令和 4 年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 63 号 令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号） 

同意第 2 号 浜田市教育委員会委員の任命について 

同意第 3 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 



報 告 

報告第 11 号 浜田市土地開発公社の経営状況の報告について 

報告第 12 号 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団の経営状況の報告につ

いて 

報告第 13 号 令和 3 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について 
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認定第 1 号 

 

令和 3 年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市一般会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 2 号 

 

令和 3 年度浜田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 3 号 

 

令和 3 年度浜田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市駐車場事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 4 号 

 

令和 3 年度浜田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 5 号 

 

令和 3 年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市漁業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 6 号 

 

令和 3 年度浜田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市生活排水処理

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 7 号 

 

令和 3 年度浜田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度浜田市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 8 号 

 

令和 3 年度浜田市水道事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 3 年度浜田市水道事業

会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 9 号 

 

令和 3 年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 3 年度浜田市工業用水

道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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認定第 10 号 

 

令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 3 年度浜田市公共下水

道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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議案第 53 号 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 46 号）の

一部を次のように改正する。 

第 2 条第 3 号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員で

あって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第 2 条の

4」を「当該子の出生の日から第 3 条の 2 に規定する期間内に育児休業をしよ

うとする場合にあっては当該期間の末日から 6 月を経過する日、第 2 条の 4」

に、「、2 歳」を「当該子が 2 歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

（ア） その養育する子が 1 歳に達する日（以下「1 歳到達日」とい

う。）（当該子について当該非常勤職員が第 2 条の 3 第 2 号に掲

げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日。以下この（ア）において同じ。）において育児休業をしてい

る非常勤職員であって、同条第 3 号に掲げる場合に該当して当

該子の 1 歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとするもの 

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任

期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育

児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は

当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とするもの 

第 2 条第 3 号ウを削り、同号を同条第 4 号とし、同条第 2 号の次に次の 1

号を加える。 

⑶ 浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 27 年浜田市

条例第 40 号）第 4 条第 3 項の規定により任期を定めて採用された短時

間勤務職員 

第 2 条の 3 第 3 号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

⑶ 1 歳から 1 歳 6 月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲

げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場

合に該当して育児休業をしている場合であって第 3 条第 7 号に掲げる事

情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定め
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る特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 

当該子の 1 歳 6 月到達日 

第 2 条の 3 第 3 号中イをウとし、同号ア中「（当該非常勤職員が」の次に

「前号に掲げる場合に該当して」を、「当該配偶者が」の次に「同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当して」を加え、同号アを同号イとし、同

号にアとして次のように加える。 

ア 当該非常勤職員が当該子の 1 歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同

号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、

そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこ

れに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

第 2 条の 3 第 3 号に次のように加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該末日と

された日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業

をしたことがない場合 

第 2 条の 4 各号列記以外の部分を次のように改める。 

育児休業法第 2 条第 1 項の条例で定める場合は、１歳 6 月から 2 歳に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれに

も該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をして

いる場合であって次条第 7 号に掲げる事情に該当するときは第 2 号及び第

3 号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合に

あっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

第 2 条の 4 中第 2 号を第 3 号とし、第 1 号を第 2 号とし、同条に第 1 号と

して次の 1 号を加える。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の 1 歳 6 月到達日の翌日（当該非常勤職員の

配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地

方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日
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とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合 

第 2 条の 4 に次の 1 号を加える。 

⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳 6 月到達日後の期間

においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第 2 条の 5 を削る。 

第 3 条中第 5 号を削り、第 6 号を第 5 号とし、同条第 7 号中「第 2 条の 4」

を「前条」に改め、同号を同条第 6 号とし、同条第 8 号中「その任期」を「任

期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」

に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職

に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「、当該任期の」を「、当該育児

休業に係る子について、当該更新前の任期の」に、「当該引き続き採用される」

を「当該採用の」に改め、同号を同条第 7 号とし、同条の次に次の 1 条を加

える。 

（育児休業法第 2 条第 1 項第 1 号の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間） 

第 3 条の 2 育児休業法第 2 条第 1 項第 1 号の人事院規則で定める期間を基

準として条例で定める期間は、57 日間とする。 

第 11 条第 6 号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改め

る。 

第 15 条の 2 中「（平成 27 年浜田市条例第 40 号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの

条例による改正前の浜田市職員の育児休業等に関する条例第 3 条（第 5 号

に係る部分に限る。）及び第 11 条（第 6 号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、なお従前の例による。 
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議案第 54 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条第 35 号中「第 85 条第 5 項」を「第 85 条第 6 項」に改め、同条第

44 号中「第 87 条の 3 第 5 項」を「第 87 条の 3 第 6 項」に改め、同条第 45

号中「「計画」という。）」を「「建築等計画」という。）又は同条第 6 項及び第

7 項の規定による長期優良住宅維持保全計画（次号並びに別表第 7 及び別表

第 8 において「維持保全計画」という。）」に改め、同条第 46 号中「計画の変

更」を「建築等計画の変更又は同項の規定による維持保全計画の変更」に改

め、同条第 47 号及び第 48 号中「計画」を「建築等計画」に改める。 

別表第 7 第 1 項中「計画」を「建築等計画」に、「をいう。以下この表及び

次表において同じ」を「をいう。以下この表及び次表において「確認書等」

という」に改め、同表第 2 項中「計画」を「建築等計画」に、「確認書又は住

宅性能評価書」を「確認書等」に、「をいう。以下この表において同じ。」を

「をいう。」に、「額。以下この表において同じ。」を「額」に改め、同表第 3

項中「計画」を「建築等計画」に、「又は」を「若しくは」に改め、「の場合」

の次に「又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が一戸建ての住宅の

場合」を加え、「確認書」を「確認書等」に改め、同表第 4 項中「計画」を「建

築等計画」に、「又は」を「若しくは」に改め、「に限る。）」の次に「又は維

持保全計画の認定を受けようとする住宅が共同住宅等の場合（床面積の合計

が 500 ㎡以内のものに限る。）」を加え、「確認書」を「確認書等」に、「認定

申請数で除して得た額」を「認定申請数（1 の共同住宅等（区分所有住宅を

除く。）に係る住戸について行われる建築等計画の認定又は維持保全計画の

認定の申請の数をいう。）で除して得た額（その額に 100 円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）」に改める。 

別表第 8 第 1 項中「計画」を「建築等計画」に、「確認書又は住宅性能評価

書」を「確認書等」に改め、同表第 2 項中「計画」を「建築等計画」に改め、

「（以下この表において「変更に係る床面積の合計」という。）」を削り、「確

認書又は住宅性能評価書」を「確認書等」に、「をいう。以下この表において

同じ。」を「をいう。」に、「額。以下この表において同じ。」を「額」に改め、

同表第 3 項及び第 4 項を次のように改める。 

3  建築等計画の変更の認定又 1 件 34,000 円（変更後の建築等計画 
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は維持保全計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前表

第 3 項の建築等計画の認定又

は維持保全計画の認定を受け

た一戸建ての住宅の場合 

 又は維持保全計画（次項におい

て「変更後の計画」という。）に

係る確認書等の提出がある場合

にあっては、9,000 円） 

4  建築等計画の変更の認定又

は維持保全計画の変更の認定

を受けようとする住宅が前表

第 4 項の建築等計画の認定又

は維持保全計画の認定を受け

た共同住宅等の場合（建築等

計画の変更の認定又は維持保

全計画の変更の認定に係る住

戸が属する 1 の建築物の当該

建築等計画又は当該維持保全

計画の変更に係る部分（床面

積の増加に係る部分を除く。）

の床面積の 2 分の 1 の面積と

当該建築等計画又は当該維持

保全計画の変更に係る部分の

うち床面積の増加に係る部分

の床面積との合計が 500 ㎡以

内のものに限る。） 

1 件 157,000 円（変更後の計画に係

る確認書等の提出がある場合に

あっては、33,000 円）を変更認

定申請数（1 の共同住宅等（区分

所有住宅を除く。）に係る住戸に

ついて行われる建築等計画の変

更の認定又は維持保全計画の変

更の認定の申請の数をいう。）で

除して得た額（その額に 100 円

未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額） 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 2 条第 35 号

及び第 44 号の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例（第 2 条第 35 号及び第 44 号の改正規定を除く。）による改正

後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申

請に係る手数料について適用し、同日前に受け付けた申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第 55 号 

 

浜田市立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 

浜田市立幼稚園条例（平成 17 年浜田市条例第 91 号）の一部を次のように

改正する。 

第 3 条の表を削り、同条に次の各号を加える。 

⑴ 名称 浜田市立浜田幼稚園 

⑵ 位置 浜田市熱田町 820 番地 1 

附 則 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 56 号 

 

浜田市幼児教育センター条例の制定について 

 

浜田市幼児教育センター条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市幼児教育センター条例 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 幼児教育（小学校就学前の子どもに対する教育をいう。以下同じ。）

の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年

法律第 162 号）第 30 条の規定に基づき、浜田市幼児教育センター（以下

「幼児教育センター」という。）を浜田市熱田町 820 番地 1 に設置する。 

（事業） 

第 2 条 幼児教育センターは、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 幼児教育関係者の研修に関すること。 

⑵ 幼児教育関係者の相談及び支援に関すること。 

⑶ 幼児教育の調査及び研究に関すること。 

⑷ 幼児教育の情報の収集及び提供に関すること。 

⑸ その他浜田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認め

る事業 

（職員） 

第 3 条 幼児教育センターに、所長その他必要な職員を置く。 

（その他） 

第 4 条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 57 号 

 

浜田市実践研修生滞在施設条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市実践研修生滞在施設条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市実践研修生滞在施設条例の一部を改正する条例 

 

浜田市実践研修生滞在施設条例（平成 17 年浜田市条例第 187 号）の一部を

次のように改正する。 

第 3 条中「農業研修」を「実践研修」に改め、同条に次のただし書を加え

る。 

ただし、施設の貸付状況を勘案し、市長が特に認める場合は、実践研修

以外の研修を受ける医師等に貸し付けることができる。 

第 4 条に次のただし書を加える。 

ただし、前条ただし書の規定により貸し付ける場合は、この限りでない。 

第 17 条第 1 項中「当該施設」を「施設」に、「30 日前」を「当該施設を明

け渡す日の 30 日前（市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限

りでない。）」に改める。 

第 18 条第 1 項各号列記以外の部分中「次の」の次に「各号の」を加え、「当

該施設」を「施設」に改め、同項第 4 号中「とき」の次に「（第 3 条ただし書

の規定により貸付けを受けた場合を除く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 58 号 

 

浜田市営住宅条例等の一部を改正する条例について 

 

浜田市営住宅条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市営住宅条例等の一部を改正する条例 

 

（浜田市営住宅条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市営住宅条例（平成 17 年浜田市条例第 247 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 4 条第 1 項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第 1 号を次

のように改める。 

⑴ 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

第 4 条第 1 項に次の 1 号を加える。 

⑷ その他市長が適当と認める方法 

第 11 条第 4 項及び第 5 項を削る。 

第 17 条第 1 項中「第 11 条第 4 項の入居可能日」を「、第 11 条に規定す

る入居の手続が完了した日」に改める。 

第 51 条中「「第 11 条第 4 項」とあるのは「第 49 条第 2 項」と、「入居可

能日」」を「「第 11 条に規定する入居の手続が完了した日」」に改める。 

第 67 条中「第 11 条第 4 項の入居可能日」を「第 11 条に規定する入居の

手続が完了した日」に改める。 

（浜田市地域定住住宅条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市地域定住住宅条例（令和 2 年浜田市条例第 14 号）の一部を

次のように改正する。 

第 5 条第 1 項各号列記以外の部分中「定住住宅の」を削り、同項第 1 号

を次のように改める。 

⑴ 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

第 5 条第 1 項に次の 1 号を加える。 

⑷ その他市長が適当と認める方法 

（浜田市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第 3 条 浜田市特定公共賃貸住宅条例（平成 17 年浜田市条例第 249 号）の

一部を次のように改正する。 

第 4 条の見出し中「募集方法」を「公募の方法」に改め、同条第 1 項を

次のように改める。 

市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2 以上の方法によっ

て行うものとする。 

⑴ 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

⑵ 浜田市報への掲載 



26 

⑶ 浜田市ホームページへの掲載 

⑷ その他市長が適当と認める方法 

第 4 条第 2 項を削り、同条第 3 項中「前 2 項の規定による」を「前項の」

に改め、「少なくとも」を削り、同項を同条第 2 項とし、同条第 4 項を削

る。 

第 5 条中「、前条第 1 項の規定にかかわらず」を削る。 

第 11 条第 4 項及び第 5 項を削る。 

第 15 条第 1 項中「第 11 条第 4 項の入居可能日」を「第 11 条に規定す

る入居の手続が完了した日」に改める。 

第 42 条中「第 11 条第 4 項の入居可能日」を「第 11 条に規定する入居の

手続が完了した日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 59 号 

 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市地域定住住宅条例（令和 2 年浜田市条例第 14 号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表重富住宅の項、今市住宅の項、栃木住宅 2 号棟の項及び栃木住宅 5 号

棟の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 60 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

三隅町井野ト379番2　

三隅町井野ト48番3　

以下余白

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

26-3-190 井野190号線 208.0 m 7.5 m 5.5 m

30



認 定

詳細図

認定

井野190号線

延長 208.0m

幅員 5.5m～7.5m
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議案第 63 号 

 

 

 

令和 4 年度 

 

 

 

浜田市公共下水道事業会計補正予算 

（第 1 号） 
 



1 

 

令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号） 

 

（総則） 

第 1 条 令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

第 2 条 令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計予算第 5 条から第 9 条までをそれぞれ 1

条ずつ繰り下げ、第 4 条の次に次の 1 条を加える。 

 

（債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。 

 

事  項 期  間 限 度 額 

浜田処理区整備事業費 

（管渠整備事業第一工区、第二工区） 

令和 5 年度から 

令和 9 年度まで 

2,857,336 千円 

 

 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

 

                   浜田市長 久保田 章 市     

 



予算に関する説明書

期   間 金    額 期    間 金    額 国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

千円 千円 千円 千円 千円

2,857,336 　　― 　　　　　― 2,857,336 984,341 1,872,900 95

浜田処理区整備事業費
（管渠整備事業
第一工区、第二工区）

令和５年度から
令和９年度まで

　1　債務負担行為に関する調書

事  項 限度額

前年度末までの支払義務
発生（見込）額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳

2
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同意第 2 号 

 

浜田市教育委員会委員の任命について 

 

浜田市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



2 

 

 

住  所 （省略） 

職  業 地方公務員 

氏  名 倉 本 一 三 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

  前任者   宇 津  豊（令和 4 年 11 月 18 日まで） 

任 期   4 年 

  根拠法   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 5 条第 1 項 
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同意第 3 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和 4 年 9 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 大 島 正 治 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 森 内 純 子 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

前任者   大 島 正 治（令和 4 年 12 月 31 日まで） 

森 内 純 子（令和 4 年 12 月 31 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 

 


